
 

岐阜県地域森林監理士活用事業実施要領 

 

平成３０年４月２日 林第  ５号林政部長通知 

一部改正 平成３１年３月２６日 林第６４３号林政部長通知 

一部改正 令和 元年５月 １日 林第１３４号林政部長通知 

一部改正 令和 ２年３月２４日 林第７１７号林政部長通知 

一部改正 令和 ３年３月３１日 林第７７３号林政部長通知 

 

第１ 目的 

  この事業は、第３期岐阜県森林づくり基本計画における１００年先の森林づくり

を推進するため、市町村や林業事業体等が岐阜県地域森林監理士を活用し、地域が

主体となった森林づくりの体制を強化することを目的とする。 

  岐阜県地域森林監理士活用事業費補助金の事務の取扱いは、岐阜県補助金等交付

規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）、岐阜県森林・林業対策

事業補助金交付要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部長通知。以下「要綱」

という。）及び岐阜県林政部所管補助金等確認要領（平成１８年４月１日付け林第６

５号林政部長通知。以下「確認要領」という。）に定めるもののほか、この要領に定

めるところによる。 

 

 

第２ 対象業務等 

区分 事業実施主体 業務内容 補助率 

市
町
村
林
務
行
政
の
支
援 

市町村 

① 市町村が実施する森林整備のための集約

化協議会等の設立・運営等の支援 

 

② 森林・林業に関する市町村計画の策定・推

進の支援 

 

③ その他、森林・林業に関する知識・経験を

元にした森林整備のための活動等 

 

23/100 以内 



林
業
事
業
体
の
経
営
体
質
の
強
化
等 

① 林業事業体 

② 林業関係団

体 

③ その他、知

事が認める

者 

① 組織運営や雇用の改善に資する助言・提案 

 

② 森林経営計画の策定及び実行監理の支援 

 

③ 国・県の動向や施策の周知 

 

④ その他、森林・林業に関する知識・経験を

元にした森林整備のための活動等 

 

 

50/100 以内 

 

 

第３ 対象経費 

支出科目 備     考 

報酬 

名称にかかわらず、岐阜県地域森林監理士を嘱託職員

等として雇用するために必要な経費とする。 

給料 

職員手当等 

共済費 

賃金 

報償費 

旅費 業務旅費 
岐阜県地域森林監理士が、委嘱等された業務を行うた

めに出張する場合の業務旅費とする。 

需用費 

消耗品費 
岐阜県地域森林監理士が、委嘱等された業務を行うた

めに直接必要な経費とする。 

ただし、備品購入は認めない。（必要であれば、リース

契約等により使用料及び賃借料から支出すること。） 

会議費 

印刷製本費 

役務費 役務費 

使用料及び賃借料 

委託料 業務委託料 

事業実施主体が岐阜県地域森林監理士の所属する組織

等に支払う業務委託料とする。 

なお業務委託料は、岐阜県地域森林監理士を嘱託職員

等として雇用する場合に必要な経費相当分に、必要な

諸経費等を加えたものとする。 

その他 上記以外で、特に必要と認められる経費とする。 

 

 

 

 



 

第４ 実施計画書の提出 

  事業実施主体の長は、自身が所在する市町村を所管する農林事務所長（以下「所

長」という。）に、所長が別に定める日までに実施計画書（別記第１号様式）を提出

するものとし、所長は、事業計画書の写しを林政部長（以下「部長」という。）に提

出するものとする。 

 

第５ 事業の内示 

 １ 部長は、実施計画書の内容を審査して補助金額を決定し、所長に通知する。 

 ２ 所長は、前項の通知に基づき、補助金額を事業実施主体の長に内示する。 

 

第６ 補助金の交付申請 

  事業実施主体の長は、事業の内示を受けたときは、規則第４条に基づく補助金交

付申請書（要綱第１号様式）に第１０の１に定める書類を添えて所長に提出するも

のとする。 

 

第７ 補助金の交付決定 

  所長は、補助金交付申請書の内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定

通知書（別記第２号様式）を事業実施主体の長に通知するものとする。 

 

第８ 実績報告書の提出 

 １ 事業実施主体の長は、事業終了後、規則第１３条に基づく実績報告書（要綱第７

号様式）に第１０の２に定める書類を添えて所長に提出するものとする。 

 ２ 所長は、実績報告書の提出を受けたときは、確認要領に基づき事業内容の確認

を行うものとする。 

 

第９ 補助金額の確定 

 １ 所長は、第８の２の確認の結果、事業内容が適正であると認めたときは、規則第

１４条に規定する額の確定を行うとともに、補助金額の確定通知書（別記第３号

様式）を事業実施主体の長に通知するものとする。 

 ２ 所長は、額の確定後速やかに実績報告書と確認調書及び額の確定通知書の写し

を添付して部長に報告する。 

 

第１０ 補助金交付申請書等の添付書類 

 １ 要綱第４条に定める交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。 

 （１）事業計画書（別記第４号様式） 

 （２）収支予算書（別記第５号様式） 

 ２ 要綱第８条に定める実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。 



 （１）事業実績書（別記第４号様式） 

 （２）収支決算書（別記第５号様式） 

 （３）（直接雇用等する場合）委嘱状の写し 

 （４）（業務委託する場合）業務委託契約書の写し 

 

第１１ 事業着手の制限 

  事業の着手は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、当該年度内

において止むを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合には、事業

実施主体の長は、あらかじめその旨を具体的に明記した交付決定前着手届（別記第

６号様式）を所長に提出するものとする。 

 

 

附則 

  この要領は、平成３０年４月２日から施行する。 

  この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和 元年５月１日から施行する。 

この要領は、令和 ２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和 ３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

  農林事務所長 様 

 

所 在 地                     

事業体名                     

代表者名                     

 

 

岐阜県地域森林監理士活用事業実施計画書 

 

 岐阜県地域森林監理士活用事業実施要領第４の規定に基づき、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 活用する岐阜県地域森林監理士等 

氏  名 所属する組織名 認定番号 備  考 

    

    

 

２ 事業計画 

 

対象業務 内  容 
事業費

（円） 

補助金額

（円） 
備考 

民間林業事業体の 

経営体質の強化等 

 

 

 

 

   

対象業務 
直接雇用

又は委託 
内  容 

事業費 

（円） 

補助金額 

（円） 
備 考 

市町村林

務行政の

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



別記第２号様式 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

        様 

 

農林事務所長     

 

 

令和  年度 岐阜県森林・林業対策事業補助金の交付決定について（通知） 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で申請のあった令和  年度森林・林業対策事

業補助金については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第５条第１

項の規定により下記のとおり交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和  年  月  日

付け  第  号で申請のあった令和  年度岐阜県地域森林監理士活用事業とし、そ

の内容は申請書に記載されているとおりとする。 

 

 ２ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内

容が変更される場合における補助事業に要する経費又は補助金の額については、別に通

知するところによるものとする。 

    補助事業に要する経費          円 

    補助金の額               円 

 

 ３ 補助事業に要する経費及び補助金の額の区分は、申請書に記載されているとおりとす

る。 

 

 ４ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令、岐阜県補助金等交付規則、岐阜県森林・林業対

策事業補助金等交付要綱、及びその他関係通知に従わなければならない。 

 

 ５ 補助金交付の条件は、前記４に定めるもののほか、次のとおりとする。 

 （１）補助事業者は、補助事業の内容を変更（知事が定める軽微な変更を除く。）しようと

する場合は、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。 



 （２）補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ所長の承

認を受けなければならない。また、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに所長に報告してその指示を受けなけ

ればならない。 

 （３）補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収

入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から換算して５年間整理保管

しなければならない。 

 

６ 所長は、補助事業者が所長の付した条件に違反した場合、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

 

          様 

 

農林事務所長     

 

 

令和  年度 岐阜県森林・林業対策事業補助金の額の確定について（通知） 

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で交付決定した令和  年度森林・林業対策事

業補助金については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第１４条の

規定により下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 事  業  名    岐阜県地域森林監理士活用事業 

 

２ 確定補助金額                        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式 

 

 

 

岐阜県地域森林監理士活用事業 事業計画（実績）書 

 

 

１ 活用する岐阜県地域森林監理士 

氏  名 所属する組織名 認定番号 備  考 

    

    

 

 

２ 事業計画（実績） 

 

 

対象業務 内  容 
事業費

（円） 

補助金額

（円） 
備考 

民間林業事業体の 

経営体質の強化等 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象業務 
直接雇用

又は委託 
内  容 

事業費

（円） 

補助金額

（円） 
備考 

市町村林

務行政の

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



別記第５号様式 

 

 

 

岐阜県地域森林監理士活用事業 収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部 

区  分 予算額（決算額） 備   考 

県補助金 円  

   

   

計 円  

 

 

２ 支出の部 

区  分 予算額（決算額） 備   考 

 円  

   

   

   

   

計 円  

※支出科目ごとに記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

  農林事務所長 様 

 

所 在 地                     

事業体名                     

代表者名                     

 

 

補助金交付決定前着手届 

 

 令和  年度岐阜県地域森林監理士活用事業について、下記のとおり補助金交付決定前に

着手したいので、別記誓約条件を付してお届けします。 

 

事業実施主体  

着手予定年月日 令和  年  月  日 

完了予定年月日 令和  年  月  日 

補助金交付決定前着手の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓約条件 

 １ 補助金交付決定を受けるまでの期間に、天災、地変等の事由によって実施した事業に

損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担する。 

 ２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても異議がな

い。 

 ３ 当該事業については、着手から補助金交付決定を受ける期間内においては、計画の重

要変更は行わない。 

 


